
JP 2016-155122 A 2016.9.1

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】磁性粒子を除去する装置の多くで問題となる、
使用する複数の外部磁石を、磁石が入れられている液体
から分離することや、実験的な分析のために少量の場合
に適するのみでなく、大規模な量の場合には適する方法
の提供。
【解決手段】磁性粒子を含んでいる液体を保持する少な
くとも１つの容器３０と、少なくとも１つの容器の中に
置かれるための少なくとも１つの磁石とを備えており、
液体が少なくとも１つの磁石と接触すると、磁性粒子が
少なくとも１つの磁石の方に引き付けられて磁石に結合
し、その結果、液体が少なくとも１つの磁石から分離さ
れたとき、磁性粒子が液体から除去される磁性粒子を液
体から除去する装置。
【選択図】図１



(2) JP 2016-155122 A 2016.9.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性粒子を液体から除去する装置であって、
　磁性粒子を含んでいる液体を保持する少なくとも１つの容器と、
　前記少なくとも１つの容器の中に置かれるための少なくとも１つの磁石と
を備えており、
　前記液体が前記少なくとも１つの磁石と接触すると、前記磁性粒子が前記少なくとも１
つの磁石の方に引き付けられて該磁石に結合し、その結果、前記液体が前記少なくとも１
つの磁石から分離されたとき、前記磁性粒子が前記液体から除去される、装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの磁石は、少なくとも１つの磁性柱である、請求項１に記載の装置
。
【請求項３】
　少なくとも１つの軸をさらに備えており、前記少なくとも１つの磁性柱が、前記軸を中
心として動くように支えられている、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの磁性柱が中空であり、内部の磁石を含む、請求項２に記載の装置
。
【請求項５】
　前記内部の磁石が、永久磁石、電磁石、およびこれらの組合せからなる群から選択され
る、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記内部の磁石が、前記少なくとも１つの磁性柱から取出し可能である、請求項４に記
載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの磁性柱がさらに非磁性スペーサを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの磁性柱が取外し可能なカバーを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの磁性柱が複数の磁性柱である、請求項３に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の磁性柱のうちの少なくとも２つの磁性柱が異なる寸法を有する、請求項９に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数の磁性柱が、少なくとも１つのアレイの形で前記軸に支えられている、請求項
１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのアレイが、前記軸に支えられた複数のアレイである、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記液体が、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料、油、
潤滑剤、緩衝剤、溶剤であって水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホル
ムからなる群から選択された溶剤、試薬、ならびにこれらの組合せからなる群から選択さ
れる、請求項２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記磁性粒子が細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、または汚染物
質に結合される、請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記容器は、流入導管および流出導管を含むチャンバを備えており、
　前記磁石は、前記チャンバ内で前記流入導管と前記流出導管の間に支えられており、
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　前記液体が前記流入導管から前記流出導管へと流れるときに、前記磁石が前記液体中の
前記磁性粒子を引き付け結合する、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記チャンバ内で前記磁石を支えるための複数の保持部分をさらに含む、請求項１５に
記載の装置。
【請求項１７】
　前記磁石が保護コーティングを有する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　互いに係合して前記チャンバを形成する２つの部分を備え、前記２つの部分のうちの一
方の部分が前記流入導管を含み、他方の部分が前記流出導管および前記磁石を含む、請求
項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記磁石が前記チャンバから取外し可能である、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記磁石が前記チャンバの壁に取り付けられている、請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　前記液体が通って流れる開口を前記磁石が備えている、請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　前記流入導管および前記流出導管が、患者の静脈または動脈に直接または間接的に連結
されるように構成されている、請求項１５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性粒子を含む液体に関する。より詳細には、本発明は、液体から磁性粒子
を除去する新規の装置および方法を対象とする。
【０００２】
　本明細書全体を通じて、本発明が関連する最新技術をより完全に説明するために様々な
参考文献が引用されている。これらの参考文献の開示を参照することによって、それらの
開示の全てがここでの開示に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　磁性粒子を除去する装置および方法は、特許文献１～１５により知られている。これら
の装置および方法の多くは複数の外部磁石を使用し、該磁石は、磁石が入れられている液
体から分離されない。加えて、これらの装置および方法の多くは、実験的な分析のために
少量の場合に適するのみで、大規模な量の場合には適さない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第２，０２９，０７８号
【特許文献２】米国特許第３，５６７，０２６号
【特許文献３】米国特許第３，６７６，３３７号
【特許文献４】米国特許第３，９０２，９９４号
【特許文献５】米国特許第４，１４１，６８７号
【特許文献６】米国特許第４，５５４，０８８号
【特許文献７】米国特許第４，６６３，０２９号
【特許文献８】米国特許第５，１０８，９３３号
【特許文献９】米国特許第５，２００，０８４号
【特許文献１０】米国特許第５，４６６，５７４号
【特許文献１１】米国特許第５，６２２，８３１号
【特許文献１２】米国特許第６，４５１，２０７号
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【特許文献１３】米国特許第６，４６８，８１０号
【特許文献１４】米国特許第６，６９５，００４号
【特許文献１５】米国特許出願公開第２００６／０２８６１３７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述した各装置は一般には有効であるが、従来技術の少なくとも１つの欠陥を克服し、
さらに他の利点を装置自体にもたらす装置および方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、液体の媒体から磁性粒子をスカベンジングまたは除去する新規の装置および
方法である。磁性粒子は、いかなる粒径、形状または構成でもよい。例えば、磁性粒子は
、それだけには限らないが、ヤスリ粉、切粉、削り屑などでもよい。本明細書に記載の装
置および方法には、白血病、糖尿病、またはウイルス感染などの血液感染性の病気の処置
に関して用途が見出される。本明細書に記載の装置および方法はまた、例えば骨髄、脳脊
髄液（ＣＳＦ）、細胞培養液、食品、ミルク、飲料、試薬などの、血液または血液製剤以
外の液体、例えばエンジンオイルなどの油、例えば機械潤滑剤などの潤滑剤、緩衝剤、例
えば水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホルム、および他の化学液体な
どの溶剤、ならびに化学試薬から、汚染物質または混入物を除去するのにも有用である。
他の用途には、実験的な分析において溶剤からＤＮＡまたはＲＮＡを取り出すことが含ま
れる。タンパク質は、酵素、抗体、受容体、ポリペプチド、ハプテンなどであり得る。ポ
リペプチドはポリペプチドホルモンであり得る。ハプテンは、レクチン、ホルモン、薬剤
、殺虫剤、毒素などの低分子化合物であり得る。
【０００７】
　本発明の態様によれば、液体から磁性粒子を除去する装置が提供され、この装置は、そ
の液体および磁性柱を保持する容器を備えている。この容器は、液体を保持するのに適し
た任意の容器とすることができ、当業者には知られている。本発明の１つの実施形態では
、容器は管である。本発明の別の実施形態では、容器は、板に形成された少なくとも１つ
の窪みである。本発明の別の実施形態では、その少なくとも１つの窪みが複数の窪みであ
る。本発明の実施形態では、板はプラスチック板である。容器および磁性柱は、少量の液
体中の磁性粒子を除去するのに十分である（図２の（２６）参照）。磁性柱は任意のサイ
ズ、形状および構成とすることができる。例えば、磁性柱は、それだけには限らないが、
ケーキ、柱状体、針、ビーズ、釘、外科用メス、スプーンなどとすることができる。任意
のサイズの磁性柱を個別に使用し、軸に取り付けて、または取り付けずに容器の中に入れ
て磁性粒子を除去することができる。本発明の１つの実施形態では、容器は非磁性である
。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、磁性粒子を液体から除去する装置が提示され、この装置は、
その液体を保持する容器と、軸と、この軸を中心として動くように取り付けられた少なく
とも１つの磁性柱とを備えており、この磁性柱が液体を攪拌し、液体中の磁性粒子を引き
付ける。軸を中心とする動きは、当業者が分かるような任意の動きとすることができる。
本発明の１つの実施態様では、軸を中心とする動きは多方向である。本発明の１つの実施
態様では、軸を中心とする動きは、攪拌、回転、振動、揺れ、旋回、前後動、上下動、お
よびこれらの組合せからなる群から選択される。
【０００９】
　一態様では、磁性柱は中空であり、内部の磁石を含む。一態様では、磁石は磁性柱から
取出し可能である。本発明の１つの実施態様では、磁石は永久磁石である。本発明の別の
実施態様では、磁石は電磁石である。磁性柱はさらに、非磁性スペーサおよび取外し可能
なカバーを含んでもよい。磁性柱の外側は、より多くの物質を保持できるように、いくつ
かの釘状または網状の突起を付けて製作することができる。加えて、磁性柱はまた、物質
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を保持するのにより効果的であるために、フックまたは他の形状（ナイフまたはスプーン
など）を付けて製作することもできる。
【００１０】
　別の態様では、複数の磁性柱が少なくとも１つのアレイの形で軸に支えられており、そ
れぞれの磁性柱は、異なるサイズおよび／または直径であってもよい。本発明の実施態様
では、少なくとも１つのアレイは、軸に支えられている単一のアレイである。本発明の別
の実施態様では、少なくとも１つのアレイは、軸に支えられている複数のアレイである。
本発明の別の実施態様では、少なくとも１つのアレイは、当業者に分かるように任意の数
のアレイである。本発明の別の実施態様では、少なくとも１つのアレイは１列から約２０
列までのアレイである。
【００１１】
　別の態様では、複数のアレイは、実質的に平行（＝）、実質的に交差（×または＋）、
およびこれらの組合せからなる群から選択された配置で軸に支えられている。
【００１２】
　別の態様では、軸を中心とする動きが、手動、自動、およびこれらの組合せからなる群
から選択される。
【００１３】
　別の態様では、液体は、血液、血液製剤、骨髄、脳脊髄液（ＣＳＦ）、細胞培養液、食
品、ミルク、飲料、例えばエンジンオイルなどの油、例えば機械などから取り出された潤
滑剤、緩衝剤、それだけには限らないが水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、ク
ロロホルムおよび他の化学液体を含む溶剤、ならびに化学試薬から選択される。一態様で
は、液体は血液または血液製剤である。
【００１４】
　別の態様では、磁性粒子は細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、ま
たは汚染物質に結合される。磁性粒子が固体の担持体として使用される場合、または磁性
粒子がターゲット物質よりも大きい場合は、磁性粒子をウイルス、細胞またはタンパク質
に結合させるのではなく、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質を磁性粒子に
結合させることができる。しかし、これらが結合された後は複合体になるので、違いはな
い。磁性粒子がターゲット物質よりも小さい場合には、磁性粒子（ナノ粒子）はターゲッ
ト物質に結合される。磁性粒子がターゲット物質に結合されるか、それともターゲット物
質が磁性粒子に結合されるかは、それぞれ異なる状況によって決まる。そのとき、磁性柱
は、粒子－細胞／ウイルス複合体を引き付ける。
【００１５】
　液体は、当業者に分かるように少量または大量であり得る。本発明の実施態様では、そ
の量は約１０μｌから約１０６リットルである。例えば、研究用途では、その量は約１０
μｌしかない。本発明の実施態様では、その量は約０．１ｍｌである。産業用途では、そ
の量は水泳プールの容積ほどにも多くなり得る。磁石が大きいサイズに拡大される１つの
実施態様では、スカベンジング装置は、水中の人毛、藻類、および他の異質（混入）物質
を除去できるように、真空吸引掃除機のように製作することができ、また水泳プール中を
歩くことができる。１つの実施態様では、液体は約３００ｍｌから約１０００ｍｌである
。この量では、臨床目的に使用してもよい。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、磁性粒子を液体から除去する方法が提示され、この方法は
、液体中で磁性柱を動かし、それによって磁性粒子を引き付けることと、磁性柱および引
き付けられた磁性粒子を液体から除去することとを含む。本発明の実施態様では、その動
きは、撹拌、回転、振動、揺れ、旋回、前後動、上下動、およびこれらの組合せからなる
群から選択される。本発明の実施態様では、その動きは撹拌である。
【００１７】
　一態様では、磁性柱は中空であり、内部の磁石を含み、磁石は磁性柱から取出し可能で
もよい。別の態様では、磁性柱はさらに、非磁性スペーサおよび取外し可能なカバーを含
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む。
【００１８】
　別の態様では、複数の磁性柱は少なくとも１つのアレイの形で前記軸に支えられており
、それぞれの磁性柱は異なるサイズ／長さ、および／または直径である。本発明の実施態
様では、少なくとも１つのアレイは、軸に支えられた単一のアレイである。本発明の別の
実施態様では、少なくとも１つのアレイは、軸に支えられた複数のアレイである。本発明
の別の実施態様では、少なくとも１つのアレイは、当業者に分かるように、軸に支えられ
た任意の数のアレイである。本発明の別の実施態様では、少なくとも１つのアレイは、１
列から約２０列のアレイである。
【００１９】
　別の態様では、複数のアレイは、実質的に平行（＝）、実質的に交差（×または＋）、
およびこれらの組合せからなる群から選択された配置で軸に支えられている。
【００２０】
　別の態様では、軸を中心とする動きは、手動、自動、およびこれらの組合せからなる群
から選択される。
【００２１】
　一態様では液体は、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料
、例えばエンジンオイルなどの油、例えば機械から取り出されたものなどの潤滑剤、緩衝
剤、それだけには限らないが水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホルム
、他の化学液体を含む溶剤、他の化学試薬、およびこれらの組合せからなる群から選択さ
れる。一態様では液体は、血液、血液製剤、およびこれらの組合せからなる群から選択さ
れる。
【００２２】
　別の態様では磁性粒子は、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、汚
染物質、またはこれらの組合せに結合される。
【００２３】
　別の態様では、液体は、当業者に分かるように大量である。本発明の実施態様では、液
体は量が約３００ｍｌから約１０００ｍｌである。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、磁性粒子を液体から除去する装置が提示され、この装置は
、流入導管および流出導管を含むチャンバと、チャンバ内で流入導管と流出導管の間に支
えられた磁石とを備えており、磁石は、液体が流入導管から流出導管へと流れるときに、
液体中の磁性粒子を引き付ける。
【００２５】
　一態様では、磁石は固定されている。
【００２６】
　一態様では、磁石は、当業者に分かるように任意の形状またはサイズにすることができ
る。
【００２７】
　一態様では、磁石は、チャンバの壁の内側および／または外側に装着することができる
。
【００２８】
　別の態様では、装置はさらに、チャンバ内に磁石を支持するための複数の保持部分を有
する。
【００２９】
　別の態様では、磁石は保護コーティングを有する。
【００３０】
　別の態様では、装置は、互いに係合してチャンバを形成する２つの部分を備え、一方の
部分は流入導管を有し、他方の部分は流出導管および磁石を有する。
【００３１】
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　一態様では、磁石はチャンバから取外し可能であり、その２つの部分は、一緒にネジ止
めすることによって互いに係合されている。
【００３２】
　別の態様では、磁石の外径はチャンバの内径よりも小さくなっている。別の態様では、
磁石は、流体が通って流れる開口を備えている。別の態様では、磁石は片側または両側が
凹状になっている。
【００３３】
　一態様では液体は、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料
、例えばエンジンオイルなどの油、例えば機械から取り出されたものなどの潤滑剤、緩衝
剤、それだけには限らないが水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホルム
、他の化学液体を含む溶剤、他の化学試薬、およびこれらの組合せからなる群から選択さ
れる。一態様では液体は、血液、血液製剤、およびこれらの組合せからなる群から選択さ
れる。
【００３４】
　一態様では磁性粒子は、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、また
は汚染物質に結合される。
【００３５】
　別の態様では、液体は、当業者に分かるように大量である。本発明の実施態様では、液
体は量が約３００ｍｌから約１０００ｍｌである。
【００３６】
　本発明の別の態様によれば、磁性粒子を液体から除去する方法が提示され、この方法は
、内部の磁石を含むドリップ式チャンバの中に液体を、該液体が該磁石に接触して流通し
該磁石が液体中の磁性粒子を引き付けるように通過させることと、液体をドリップ式チャ
ンバの外へ通過させることとを含む。
【００３７】
　別の態様では、ドリップ式チャンバは、チャンバ内で磁石を支えるための複数の保持部
分を含む。
【００３８】
　別の態様では、磁石は保護コーティングを有する。
【００３９】
　別の態様では、ドリップ式チャンバは、互いに係合してドリップ式チャンバを形成する
２つの部分を備え、一方の部分は流入導管を有し、他方の部分は流出導管および磁石を有
する。一態様では、磁石はドリップ式チャンバから取外し可能であり、その２つの部分は
、一緒にネジ止めすることによって互いに係合されている。
【００４０】
　一態様では、磁石の外径はドリップ式チャンバの内径よりも小さくなっている。別の態
様では、磁石は、流体が通って流れる開口を備えている。別の態様では、磁石は片側また
は両側が凹状になっている。
【００４１】
　別の態様では液体は、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲
料、例えばエンジンオイルなどの油、例えば機械から取り出されたものなどの潤滑剤、緩
衝剤、それだけには限らないが水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホル
ム、および他の化学液体を含む溶剤、ならびに化学試薬からなる群から選択される。一態
様では液体は、血液または血液製剤である。
【００４２】
　別の態様では磁性粒子は、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、ま
たは汚染物質に結合される。
【００４３】
　別の態様では、液体は、約３００ｍｌから約１０００ｍｌなど大量である。
【００４４】
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　本発明の別の態様によれば、患者の血液感染性の病気または障害を処置する方法が提示
され、この方法は、病気または障害を引き起こす部分に向けられて結合する磁性粒子を用
いて患者の血液を処置することと、本明細書に記載の装置を使用することによって、磁性
粒子および、病気または障害を引き起こす部分を血液から除去することとを有する。
【００４５】
　一態様では、血液感染性の病気または障害は、癌、ウイルス、および自己免疫疾患から
なる群から選択される。一態様では、癌は白血病であり、ウイルスはＨＩＶ、ＨＢＶまた
はＨＣＶであり、ロタウイルスおよび自己免疫疾患は糖尿病、全身性エリテマトーデスま
たは関節リウマチである。
【００４６】
　別の態様では、その病気または障害を引き起こす部分は、細胞、ウイルス粒子、自己免
疫タンパク質複合体、毒物、タンパク質複合体、およびコレステロール複合体から選択さ
れる。
【００４７】
　別の態様では、血液は処置のために患者から取り出され、処置後に患者に戻される。
【００４８】
　本発明の別の態様によれば、本明細書に記載の、患者の血液感染性の病気または障害を
処置する装置の使用が提示され、病気または障害を引き起こす部分に向けられて結合する
磁性粒子は患者の血液中に存在する。
【００４９】
　一態様では、血液感染性の病気または障害は、癌、ウイルス、および自己免疫疾患から
選択される。一態様では、癌は白血病であり、ウイルスはＨＩＶ、ＨＢＶまたはＨＣＶで
あり、自己免疫疾患は糖尿病、全身性エリテマトーデスまたは関節リウマチである。
【００５０】
　別の態様では、病気または障害を引き起こす部分は、細胞、ウイルス粒子、自己免疫タ
ンパク質複合体、毒物、タンパク質複合体、コレステロール複合体から選択される。
【００５１】
　本発明のほかの特徴および利点は、以下の詳細な説明から明らかになろう。しかし、詳
細な説明および具体的な諸例は、本発明の趣旨および範囲内での様々な変更および修正が
当業者には詳細な説明から明らかになるので、本発明の諸実施態様を示しながらも単なる
例示として示されていることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の装置の斜視図である。
【図２】図１の装置に関する磁性柱の斜視図である。
【図３】図１の装置に関するアレイの上面図および側面図である。
【図４】図１の装置の組立てを示す斜視図である。
【図５Ａ】本発明の別の装置の側面図である。
【図５Ｂ】図５Ａの装置の側面断面図である。
【図５Ｃ】使用中の図５Ａの装置の側面断面図である。
【図６Ａ】分解したときの図５Ａの装置の側面図である。
【図６Ｂ】図６Ａの装置の断面図である。
【図６Ｃ】図５Ａの装置の上面断面図である。
【図７Ａ】本発明の装置の使用方法を示す図である。
【図７Ｂ】本発明の装置の使用方法を示す図である。
【図８】本発明の態様による、ターゲット粒子を磁性粒子に結合させて複合体を形成し、
その複合体を磁石に結合させることを示す図である。
【図９】本発明の装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
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　次に諸実施形態を単なる例として、添付の図を参照して説明する。
【００５４】
　本発明は、液体から磁性粒子を除去すなわちスカベンジングする新規の装置および方法
を対象とする。これらの装置および方法には、磁性粒子を血液などからの生体液体、血液
製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料、例えばエンジンオイルなどの油
、例えば機械から取り出されたものなどの潤滑剤、緩衝剤、それだけには限らないが水、
エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホルム、および他の化学液体を含む溶剤
、ならびに化学試薬から除去することに関して、用途が見出される。磁性粒子は、それ自
体が液体中の混入物または汚染物質であること、または、液体中の混入物もしくは病気を
引き起こす部分に結合していることがある。あるいは磁性粒子は、精製のために液体から
取り出さなければならない液体の望ましい成分であることもある。
【００５５】
　ここでは、本発明のスカベンジング装置の１つの態様を示す図１を参照して本発明を説
明する。この装置２０は、つまみ２４に連結された軸２２を備えている。軸２２とつまみ
２４は互いに連結されており、その結果、つまみ２４が動くことで（この実施形態では回
転）、対応する動き（この実施形態では軸２２の回転）が生じることになる。こうして装
置２０は、つまみ２４が動くこと（この実施形態では回転）により、手動および／または
自動で動作することができる。軸２２には複数の円柱２６が取り付けられている。円柱２
６は中空であり、磁石２８を収容し（図２参照）、軸２２を中心に回転する。複数の円柱
２６は、図示の実施形態ではそれぞれが６本の円柱でのアレイの形で軸のまわりに支えら
れている。６本の円柱と３列のアレイは一例にすぎない。円柱およびアレイは、当業者に
分かるように装置２０の直径に応じてより多くしてもより少なくしてもよい。円柱２６の
長さは、当業者に分かるように、容器３０内側の液体容積の深さまたは浅さに応じてより
短くしてもより長くしてもよい。それぞれのアレイは、異なる寸法に設定された複数の円
柱２６を備える。寸法が変わることにより、対応する磁界の強さの変化が可能になり、最
終使用者が望むとおりに装置２０をカスタマイズすることができる。軸２２および円柱２
６は、液体を保持する容器３０の中に挿入可能であり、この容器は、カバー３２を用いて
蓋をすることができる。
【００５６】
　装置２０は、磁石２８が円柱２６内に収容されていないときは攪拌装置として機能でき
るのに対し、磁石２８が円柱２６内に収容されているときには、さらに液体中の磁性粒子
を引き付けるようにも機能できる点で多機能であることを理解されたい。
【００５７】
　次に図２を参照すると、円柱２６および磁石２８が別々に示されている。磁石２８は、
３つの異なるサイズのもの２８ａ、２８ｂおよび２８ｃで示されている。加えて、非磁性
スペーサ３４が、３つの異なるサイズのもの３４ａ、３４ｂおよび３４ｃで示されている
。非磁性スペーサ３４は、金属（例えば、アルミニウム、鉛または銅）、磁器、ガラス、
セラミック、プラスチック、または木などの任意の非磁性材料で作ることができる。これ
らの磁石２８およびスペーサ３４を様々に並び換えて組み合わせることによって、結果と
して生じる磁界は、最終使用者の要求に合うように調整可能である。例えば、円柱２６ａ
は磁石２８だけを含み、強い磁界を発生する。円柱２６ｂは、１つのスペーサ３４によっ
てそれぞれ分離された３つの磁石２８を含み、容器３０内の３つの異なる平面の位置に中
程度の磁界を作り出す。最後に、円柱２６ｃは、３つのスペーサ３４によって分離された
２つの磁石２８を含み、それによって、容器３０内の別々の離れた２つの平面の位置に弱
い磁界を作り出す。このような磁石２８とスペーサ３４の組合せの構成により、最終使用
者にはほぼ無制限に磁界のカスタマイズ化が可能になる。
【００５８】
　この組合せの構成は、液体中のいかなる磁性粒子も、それらの異なる固有の重力のため
に容器３０の底に直ちに沈殿するのではなく、ある時間浮遊し得るので有利である。磁界
の面を調整することによって、磁性粒子は、液体中に粒子が沈むのを待つのではなく、磁
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性柱２６に直ちに引き付けることができる。加えて、より強いまたは弱い磁界を液体中の
磁性粒子の濃度または大きさに応じて作り出すために、磁石のサイズを調整してもよい。
【００５９】
　図２から、円柱２６は、１つの閉端と、磁石２８およびスペーサ３４を挿入できる１つ
の開放端とを有する管であることが明らかである。開放端は、蓋３６によって保護されて
よく、それによって、容器３０内の液体が磁石２８およびスペーサ３４を汚染することが
防止される。こうして、磁石２８およびスペーサ３４は、それぞれの使用の間に洗浄する
ことを必ずしも必要とせずに再使用可能である。
【００６０】
　図３は、アレイ３８中の複数の円柱２６の配置を示す。図１および図２に示されるよう
に、例えば、それぞれが６本の円柱からなる３つのアレイ３８を軸２２のまわりに組み立
てることができる。あるいは、単一のアレイ３８、または任意の数のアレイを軸２２のま
わりに組み立ててもよい。アレイ３８は、当業者に分かるように任意の配置で軸２２のま
わりに組み立ててもよい。本発明の実施形態では、複数のアレイ３８は、軸２２のまわり
に実質的に平行（＝）、実質的に交差（×または＋）、およびこれらの組合せからなる群
から選択された配置で組み立てられる。図３は、複数のアレイ３８を軸２２のまわりに実
質的に交差した配置で組み立てることを示す。アレイ３８は、大きいアレイ３８ａ、中間
のアレイ３８ｂ、および小さいアレイ３８ｃを作るように、異なるサイズまたは直径の複
数の円柱２６からなっていてよい。これらのアレイ３８ａ、３８ｂ、および３８ｃは、軸
２２のまわりに任意の組合せで組み立ててもよく、それぞれのアレイ３８は、図に示され
ているように１種類だけの円柱２６からなるものでなくてもよい。異なる複数の円柱２６
を単一のアレイ３８内に一緒に組み合わせられると考えられている。したがって、最終使
用者には、作り出される磁界に関してよりいっそうのカスタム化の可能性が与えられる。
【００６１】
　次に図４を参照すると、装置２０の組立てが示されている。つまみ２４および軸２２は
、カバー３２の孔を通して挿入され、軸２２は、磁石２８および任意選択のスペーサ３４
を所望の構成で含むアレイ３８に取り付けられている。軸２２は中空であり、したがって
、容器３０から上へ延びている支柱４０の最上部に置くことができる。あるいは、軸２２
は、当業者に分かるように、様々な運動または動きを実現できる任意の箇所に配置または
固定することもできる。軸２２は、つまみ２４を使用することによって支柱４０上で回転
可能である。現段階では、装置２０は、つまみ２４を単純に回すことによって手動で動作
させることができ、それによってアレイ３８が容器３０内で回転することになる。あるい
は、装置２０は、回転速度、ならびに、時間、紫外線殺菌、温度および光源などの他の望
ましいパラメータを制御できる自動化筐体４２の中に入れてもよい。
【００６２】
　図４では、筐体４２は、医学的用途が目的の例示的な装置である。使用の際、装置２０
は、磁石２８、スペーサ３４、およびアレイ３８を使用して所望の構成に、図示されたよ
うに組み立てられる。磁性粒子を含む液体が容器３０の中に入れられ、つまみ２４が回さ
れる。これにより、液体全体にわたって液体が攪拌されるとともに磁界が動くことになり
、それによって液体中の磁性粒子が磁界内に見出され、そうして磁石２８に引き付けられ
る可能性が増す。ある期間の後、精製された液体が所望の最終製品であるか、それとも磁
性粒子が所望の最終製品であるかによって、液体を容器３０から取り出してもよく、およ
び／またはアレイ３８を液体から取り出してもよい。磁性粒子は円柱２６に引き付けられ
、この引き付ける力は、例えば中の磁石を除去することによって円柱２６が消磁されるま
で無くならない。
【００６３】
　次に図５および図６を参照すると、本発明の装置の別の態様が示されている。ここでは
、その装置は、液体５８が流通できる流入導管４６および流出導管４８を有する中空のド
リップ式チャンバ４４の形を取る。磁石２８が、ドリップ式チャンバ４４内で保持部分５
０の上に支持されている。磁石２８の外径は、液体５８が保持部分５０間の間隙６０を経
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由して磁石２８を通り過ぎ、流出導管４８を通って流れ出るように、ドリップ式チャンバ
４４の内径よりも小さくなっている。あるいは、磁石２８はドリップ式チャンバ４４の内
径と同じ直径を有していてもよいが、この場合には、液体５８が通って流れることができ
るように磁石２８に少なくとも１つの開口があるべきである。この装置の態様では、磁石
２８は固定されており、液体５８と一緒に動かないことが理解されよう。別法として、磁
石２８は、チャンバ４４の内側および／または外側で壁に取り付けてもよい。チャンバ４
４はまた、病気を引き起こす成分を捕捉するために、患者の体内に装置を埋め込むことに
よって流入導管４６および流出導管４８が患者の静脈または動脈に接続されるように変更
することもできる。
【００６４】
　ドリップ式チャンバ４４は、互いに係合してドリップ式チャンバ４４を形成する２つの
部分から作られる。一方の部分６２は流入導管４６を含み他方の部分６４は流出導管４８
および磁石２８を含む。図６に示されるように、２つの部分６２、６４は互いにネジで止
められてドリップ式チャンバ４４を形成する。これら２つの部分は、ネジ止め以外に例え
ば摩擦ばめによって、または一緒にスナップ止めすることなどの方法によって互いに係合
できることが理解されよう。あるいは、ドリップ式チャンバ４４は、磁石２８が中に製作
された、別々になっていない一体型装置として提供することもできる。ドリップ式チャン
バ４４は、滴下の速度を監視できるように透明にしてもよい。ドリップ式チャンバの材料
は、磁石のシリンジまたはコーティング５２の材料と同じでもよい。
【００６５】
　図示の実施形態では、磁石２８は保護コーティング５２を有する。保護コーティング５
２の材料は、シリンジまたは他の医療用途消耗品の材料と一致していてもよい。保護コー
ティングの材料は無毒性で、例えばポリエチレンまたはポリセンなどの、規制された認証
グレード材料であるべきである。保護コーティングの厚さは、約０．２ｍｍから約１．０
ｍｍとすることができる。コーディング５２は、磁石２８で発生する磁界を妨げずに、磁
石２８と、当該コーティングが接触する液体５８との間で不都合な反応が何も生じないよ
うにするために存在する。例えば、液体５８が血液である場合、コーティング５２は生体
適合性としても、また不活性としてもよい。加えて、コーティング５２は、磁石２８のど
ちらかの面または両面に凹状の窪み５４を形成するように形づくってもよい。窪み５４は
、ドリップ式チャンバ４４の中に磁石２８が置かれる向きが問題にならないように、磁石
２８の両面に形成されている。窪み５４は、液体５８中のいかなる磁性粒子５６も磁石２
８によって引き付けられ所定の位置に保持される一方で、液体５８が通過し続けることを
確実にする助けとするために、液体が磁界と接触する時間を増やすように機能する。
【００６６】
　液体５８が血液または血液製剤である場合、ドリップ式チャンバ４４は、図７に示され
たような医療用液体容器６６の下に吊り下げてもよい。この実施形態では、血液または血
液製剤は医療用液体容器６６からドリップ式チャンバ４４に流れ込み、最終的に患者に流
れ込む。こうして、血液または血液製剤は、それが患者の中に入る前に磁性粒子５６が取
り除かれる。血液または血液製剤は、以前に取り出された患者自身の血液または血液製剤
でもよい。１つの態様では、ターゲットとなる磁性粒子５６は、例えば患者の血液内で見
つかった悪性細胞に結合されたとする。この血液をドリップ式チャンバ４４の中に通すこ
とによって、悪性細胞は、血液を患者の身体に戻す前に磁性粒子５６と一緒に血液から除
去される。
【００６７】
　使用の際、磁気粒子５６を含む液体５８は、流入導管４６を経由してドリップ式チャン
バ４４に流れ込むことができる。液体５８は磁石２８に接し、液体中に見出されるいかな
る磁性粒子５６も磁石２８によって引き付けられ、所定の位置に保持される一方で、液体
５８は通過し続け、流出導管４８を通って流れ出る。ドリップ式チャンバ４４を出ると、
液体５８には実質的に磁性粒子５６が無いことになる。
【００６８】
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　次に、ここで、本発明の装置の別の態様を示す図７Ａおよび図７Ｂを参照して本発明を
説明する。具体的には、図７Ａは、医療用液体容器６６および磁性柱７２を含む装置を示
す。この特定の実施形態で、血液５８が白血病の患者から採取され、医療用液体容器６６
内に集められる。集められた血液５８中の白血病細胞は、磁性粒子５６に結合される。磁
性柱７２は、医療用液体容器６６の中の集められた血液５８中に浸漬され、回転または攪
拌される。血液５８中の磁性粒子５６に結合している白血病細胞は、磁性柱７２に磁気的
に結合し、磁性柱７２が医療用液体容器６６から取り出されるときに磁性柱７２と一緒に
血液５８から除去される。それから、その白血病細胞が無い血液を患者に注入して戻すこ
とができる。次に図７Ｂを参照すると、医療用液体容器６６は、ドリップ式チャンバ４４
付きの血液ボトルである。その血液ボトルの肩には、磁性柱７２を挿入できる開口７６が
ある。再び、血液５８が白血病の患者から採取され、その血液ボトル内に集められる。集
められた血液５８中の白血病細胞は、磁性粒子５６に結合される。磁性柱７２は、血液ボ
トルの肩の開口７６に挿入され、集められた血液５８中に浸漬され、回転または攪拌され
る。血液５８中の磁性粒子５６に結合している白血病細胞は、磁気的に磁性柱７２に結合
し、磁性柱７２が血液ボトルから取り出されるときに磁性柱７２と一緒に血液５８から除
去される。それから、その捕捉された白血病細胞は、分析のために別の容器に入れること
ができる。
【００６９】
　本発明の実施形態では、ターゲット物質は、磁石支持材料に結合するように作られてい
る。このターゲット物質は、例えば１対の生体特異性リガンドと受容体、抗原と抗体、ま
たは特定の結合親和性を有するものは何でも、何か特定の結合対の部材とすることができ
る。生体特異性結合対のどんな部材を決定することも、この部材と他の対の部材との選択
的相互作用に依存する。例えば、免疫複合体を形成する際、「層」が磁性粒子／抗原／抗
体、又は磁性粒子／抗体／抗原であるといった「サンドイッチ」が形成される。このサン
ドイッチはまた、磁性粒子／受容体／ウイルス、又は磁性粒子／受容体／細胞とすること
もできる。次に図８を参照すると、磁気的に反応する粒子が固体の担持体を形成する。こ
の特定の実施形態では、磁性粒子は、酸化鉄のコアなどの鉄のコア、およびシリカ／ポリ
マーのシェルからなる。磁性粒子の粒径範囲は、約１０ｎｍから約５００μｍとしてもよ
い。生体親和性成分は、共有結合によって、またはビオチン／ストレプトアビジン結合に
よって粒子に付着する。生体親和性成分は、細胞、ウイルス、および他のターゲット物質
が、抗原－抗体、リガンド－受容体などのように粒子に付着するのに必要になる。この特
定の実施形態では、粒子はシリカまたはポリマーでコーティングされ、その結果、粒子は
、例えば１つを超える受容体を呈示するために、またいくつかのターゲット物質で取り囲
むために、表面積を大きくすることができ、例えば花状の複合体を形成できるようになる
。同じ理由で、１つの細胞が１つを超える受容体を細胞の膜に有する場合、設計に応じて
１つを超える粒子を１つの細胞に付着させることができる。この特定の実施形態では、磁
気的に応答する粒子自体は磁化されない。粒子は担体の役割を果たし、本物のコロイドと
して挙動する。粒子は、磁界にさらされたときだけ磁性を持つことになる。加えて、粒子
の例えば鉄と液体成分の間の特定の化学反応を回避するために、コーティング材料により
、粒子の例えば鉄が液体と直接接触することを防止することができる。このことは、粒子
が臨床目的に使用される場合には非常に重要な安全性の関心事になり得る。
【００７０】
　次に、ここで、本発明の装置の別の態様を示す図９を参照して本発明を説明する。この
特定の実施形態では、装置２０は、例えば水泳プール業界などの業界で使用されるスカベ
ンジャーである。大きいサイズに磁石が拡大されているこの実施形態で、装置２０はスカ
ベンジャーであり、水泳プール内の水から人毛および他の混入物質を除去するために真空
掃除機のような形に製作されており、液体容器がプールであり、軸２２、つまみ２４、磁
性柱２６、および支柱４０が装置２０を構成する。装置２０は、水泳プール内の水の中を
通って、この実施形態では支柱４０に支えられた車輪８０により水泳プールの内面にわた
って装置２０が移動するように、モータを付けることができ、あるいは取っ手７８を押す
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質（混入）物質を除去できることになる。この実施形態は、フィルター浄化よりも有効で
経済的である。
【００７１】
　本明細書に記載の装置は、液体から磁性粒子を除去する方法に関して用途が見出される
。液体の種類は非限定的なものであり、いくつかの例には、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳ
Ｆ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料、例えばエンジンオイルなどの油、潤滑剤、緩衝剤
、それだけには限らないが水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、クロロホルム、
および他の化学液体を含む溶剤、ならびに化学試薬が含まれる。磁性粒子自体を液体から
除去することが望ましいこともあれば、磁性粒子が液体中の除去することが望ましい成分
に結合していることもある。例えば、磁性粒子は、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、
タンパク質、核酸、または液体中に見出される汚染物質に向けられて結合してもよい。こ
うして、本明細書に記載の装置は、汚染水もしくは汚れた水を浄化するのに使用しても、
あるいは、エンジンオイル中および潤滑剤中に見出される金属剥離物の小片を除去するの
に使用してもよい。あるいは、この装置は、白血病を含む癌、ＨＩＶ、ＨＢＶもしくはＨ
ＣＶを含むウイルス、糖尿病、全身性エリテマトーデスもしくは関節リウマチを含む自己
免疫疾患などの病気または障害を処置するのに使用してもよい。これらの列挙された病気
および障害は、現在特許請求されている装置を使用してあらゆる液体の病気または障害（
血液、骨髄、ＣＳＦなどの体液中の循環する細胞、ウイルス、タンパク質、自己抗体を伴
うあらゆる病気または障害）を処置してもよいので、非限定的なものと考えられる。本明
細書に記載の装置はまた、タンパク質、バクテリア、ウイルス、ＤＮＡもしくはＲＮＡを
溶液から分離することに関してなど、実験的な分析に関して用途が見出される。
【００７２】
　このような病気または障害を処置する際、磁性粒子は、病気を引き起こす部分に向けら
れて結合する。例えば、白血病の場合では、磁性粒子は悪性細胞をターゲットとする。ウ
イルス感染の場合では、磁性粒子はウイルス粒子をターゲットとする。自己免疫障害の場
合では、磁性粒子は自己免疫タンパク質複合体をターゲットとする。他のタンパク質複合
体またはコレステロール複合体を、他の病気または障害を処置するためのターゲットとし
てもよい。
【００７３】
　提示した説明は、網羅的なものではなく、あるいは本発明の範囲を限定するものでもな
い。以下の特許請求の範囲および趣旨から逸脱することなく、多くの修正および変形が上
記の教示に照らして可能である。本発明を利用することは、様々な特性を有する構成要素
を伴い得ることが考えられる。本発明の範囲は、等価物に関して完全な認識範囲をすべて
の点で与える添付の特許請求の範囲によって定義されるものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月7日(2016.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性粒子を液体から除去する装置であって、
　磁性粒子を含む液体を保持する少なくとも１つの容器と、
　前記少なくとも１つの容器の底部から上方へ延びる支柱と、
　前記支柱に対して動くように該支柱に取り付けられた軸と、
　前記軸に支持された少なくとも１つの磁性柱と、を有し、
　前記容器が前記磁性粒子を含む液体を保持して前記軸が前記支柱に対して動くと、前記
少なくとも１つの磁性柱が前記液体内を動くことにより、前記磁性粒子が前記少なくとも
１つの磁性柱の方に引き付けられて該磁性柱に結合し、その結果、前記液体が前記少なく
とも１つの磁性柱から分離されたとき、前記磁性粒子が前記液体から除去される、装置。
【請求項２】
　前記軸の前記支柱に対する動きが任意の方向である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記軸の前記支柱に対する動きが多方向である、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの磁性柱が、少なくとも１つの磁石を有する、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの磁性柱が、少なくとも２つの磁石を有する、請求項１に記載の装
置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの磁性柱が、前記少なくとも２つの磁石の２つの磁石の間に少なく
とも１つの非磁性スペーサをさらに有する、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの磁性柱が中空であり、前記少なくとも１つの磁石が内部の磁石で
ある、請求項４に記載の装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの磁石が、永久磁石、電磁石、およびこれらの組合せからなる群か
ら選択される、請求項４に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの磁性柱が、複数の磁性柱である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の磁性柱の少なくとも２つの磁性柱が、異なる寸法を有する、請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
　前記複数の磁性柱が、少なくとも１つのアレイの形で前記軸に支持されている、請求項
１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのアレイが、前記軸に支持された複数のアレイである、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１３】
　複数のアレイが、実質的に平行、実質的に交差、およびこれらの組合せからなる群から
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選択された配置で前記軸に支持されている、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　磁性粒子を液体から除去する装置であって、
　流入導管および流出導管を有するチャンバと、
　前記チャンバ内で前記流入導管と前記流出導管との間に支持された磁石と、を有し、
　前記磁石は、前記液体が前記流入導管から流入して前記チャンバを通過し前記流出導管
へと流出するときに、前記液体中の前記磁性粒子を引き付けて該磁石に結合させる、装置
。
【請求項１５】
　前記チャンバ内で前記磁石を支持する複数の保持部分をさらに有する、請求項１４に記
載の装置。
【請求項１６】
　前記磁石が保護コーティングを有する、請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記チャンバが、互いに係合して該チャンバを形成する２つの部分であって、前記流入
導管を有する一方の部分と、前記流出導管および前記磁石を有する他方の部分とを有する
、請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記磁石が、前記チャンバから取外し可能である、請求項１４に記載の装置。
【請求項１９】
　前記磁石が、前記チャンバの壁に取り付けられている、請求項１４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記磁石は、前記液体が通って流れる開口を有する、請求項１４に記載の装置。
【請求項２１】
　前記流入導管および前記流出導管が、患者の静脈または動脈に直接的または間接的に連
結されるように構成されている、請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　前記液体が、血液、血液製剤、骨髄、ＣＳＦ、細胞培養液、食品、ミルク、飲料、油、
潤滑剤、緩衝剤、試薬、溶剤であって、水、エタノール、ホルムアミド、フェノール、ク
ロロホルムからなる群から選択された溶剤、およびこれらの組合せからなる群から選択さ
れる、請求項１または１４に記載の装置。
【請求項２３】
　前記磁性粒子が、細胞、バクテリア、藻類、ウイルス、タンパク質、核酸、汚染物質、
毒物、タンパク質複合体、またはコレステロール複合体に結合されている、請求項１また
は１４に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ウイルスが、ＨＩＶ、ＨＢＶまたはＨＣＶである、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記タンパク質複合体が、自己免疫タンパク質複合体である、請求項２３に記載の装置
。
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